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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長変換部材を製造する工程であって、
　　透光体の１つの主面に蛍光体とバインダーとを含む蛍光体ペーストを印刷により配置
する工程と、
　　前記蛍光体ペーストを配置した主面を下向きにして、前記蛍光体ペースト内において
前記透光体と接する面と反対側に前記蛍光体を沈降させる工程と、
　　前記蛍光体が沈降した状態で前記バインダーを硬化させて、蛍光体層を形成する工程
と、
　　前記蛍光体層の周縁部を除く内側の領域から前記蛍光体層および前記透光体を所定形
状に切り出す工程と、を含む、波長変換部材を製造する工程と、
　発光素子を準備する工程と、
　前記蛍光体層が前記発光素子の方を向くように、前記発光素子と前記波長変換部材とを
接合する工程と、を含む発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記発光素子の側面の少なくとも一部と前記波長変換部材の側面の少なくとも一部とを
覆うように光反射部材を設ける工程を含む請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項３】
　接着剤を介して、前記発光素子と前記波長変換部材とを接合する請求項１または２に記
載の発光装置の製造方法。
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【請求項４】
　前記透光体または前記バインダーの少なくともいずれか一方が拡散剤を含む請求項１か
ら３のいずれか１項に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
　前記透光体がガラス材料である請求項１から４のいずれか１項に記載の発光装置の製造
方法。
【請求項６】
　前記蛍光体ペーストを印刷により配置する工程より前に、前記透光体の前記主面または
それと対向する他の主面の少なくとも一方を粗面化する工程を含む請求項１から５のいず
れか１項に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長変換部材を備えた発光装置、ならびに当該波長変換部材および発光装置
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いた小型の発光装置として、近年、発光素子とほぼ同等
のサイズを有するパッケージ、いわゆるＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｃａｌｅ　Ｐａｃｋａｇｅ
）の開発が進められている。
【０００３】
　かかる発光装置の一例として、波長変換部材を備えた発光装置が提案されている。例え
ば、特許文献１に開示される発光装置は、基板に配置された発光素子の上に板状の波長変
換部材が配置されている。この波長変換部材として、例えば、蛍光体が分散されたバイン
ダーを予め板状に成形したものが用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２１８２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような波長変換部材は、熱伝導性が低いバインダーを含むことから
、蛍光体からの放熱が十分でない場合がある。例えば、発光装置の製造工程における波長
変換部材の機械的強度を確保するため、波長変換部材に占める樹脂の量は比較的多くなら
ざるを得ない。この結果、発光する蛍光体からの放熱が不十分となり、熱に弱い蛍光体で
あれば蛍光体の劣化により蛍光体の発光が弱くなることで、発光装置の色度ずれが発生す
る。また、蛍光体の発熱によってバインダーに亀裂が入ったりする場合がある。バインダ
ーに亀裂が入ると発光装置の光学特性に悪影響を及ぼす。
【０００６】
　そこで、本発明にかかる一実施形態は、上記の課題を解決し、蛍光体からの放熱性の向
上が可能な波長変換部材を備えた発光装置、そのような波長変換部材および発光装置が容
易に得られる製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る波長変換部材の製造方法は、透光体の１つの主面に蛍光体と
バインダーを含む蛍光体ペーストを配置する工程と、前記蛍光体ペーストを配置した主面
を下向きにして、前記蛍光体ペースト内において前記透光体と接する面と反対側に前記蛍
光体を沈降させる工程と、前記蛍光体が沈降した状態で前記バインダーを硬化させて、蛍
光体層を形成する工程と、を含む。
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【０００８】
　また、本発明の一実施形態に係る発光装置は、基板と、前記基板に配置された発光素子
と、前記発光素子に配置された波長変換部材であって、透光体と、該透光体の前記発光素
子と対向する主面に形成され、樹脂および該樹脂中に配置された蛍光体を含む蛍光体層と
、を含む波長変換部材と、を含み、前記蛍光体層中の蛍光体の濃度が、前記透光体の前記
主面に垂直な方向では、前記発光素子に近い側の方が前記透光体に近い側より高く、前記
透光体の前記主面に平行な方向では略同じである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る一実施形態によれば、蛍光体からの放熱性が向上された波長変換部材を備
えた発光装置を提供することができる。この結果、熱に弱い蛍光体であれば該蛍光体の劣
化が抑制されることで、発光装置の色度ずれが抑制される。また、蛍光体の発熱がバイン
ダーに悪影響を及ぼすことが少なくなるので、光学特性が良好な発光装置を得ることがで
きる。また、このような波長変換部材および当該波長変換部材を備えた発光装置が容易に
得られる製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る波長変換部材を示す模式断面図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る波長変換部材を含む発光装置の模式断面図であ
る。
【図３】図３は、波長変換部材の製造方法を示す模式断面図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｃ）は、波長変換部材の製造方法を示す模式断面図である。
【図５】図５は、波長変換部材の製造方法の変形例を示す模式平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面に基づいて本発明の一実施形態を詳細に説明する。なお、複数の図面に表れ
る同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
　さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための波長変換部材およ
び発光装置並びにそれらの製造方法を例示するものであって、本発明を以下に限定するも
のではない。また、実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的
配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、
例示することを意図したものである。各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、理解を
容易にする等のために誇張している場合がある。
【００１２】
　上述の課題を解決するため本発明者らが鋭意検討した結果、波長変換部材を、透光体と
その透光体に配置させた蛍光体層とから構成し、その透光体の発光素子と対向する主面に
形成された蛍光体層において、当該主面に垂直な方向では発光素子に近くなる側の蛍光体
の濃度を、透光体に近い側の蛍光体の濃度より高くすることで、蛍光体からの放熱性の向
上が可能な波長変換部材を得られることを見いだした。
　このような蛍光体層内において、蛍光体を透光体から遠い側、すなわち発光素子に近い
側により多く配置することで、蛍光体層内で蛍光体が一様に分布したものと比較して、蛍
光体の発熱を蛍光体層の発光素子側から効率よく放熱させることができる。さらに、主面
に平行な方向の蛍光体の濃度を略同じにすることで、蛍光体による波長変換が各方位で同
程度となり、発光装置の色度ずれを低減することもできる。
【００１３】
　本発明者らは、このような蛍光体の濃度分布を有する蛍光体層を備えた波長変換部材を
容易に得る方法を見いだしたものである。
　すなわち、透光体の１つの主面に蛍光体とバインダーとを含む蛍光体ペーストを配置し
、その蛍光体ペーストに含まれる蛍光体の粒子に対して、蛍光体ペーストが透光体と接す
る面と反対方向に外力を作用させる、例えば、蛍光体ペーストが配置された透光体ごと反
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転させて、この蛍光体ペーストを配置した主面を上下逆さまにして、好ましくは重力の方
向に向けることで、蛍光体ペースト内の蛍光体は透光体と接する面と反対側（すなわち、
発光装置としたときに発光素子により近い側）に自然沈降する。これにより、上述したよ
うな蛍光体の濃度分布を得た後、バインダーを硬化させて蛍光体層を形成する。
【００１４】
　以下に本発明に係る実施形態の詳細を説明する。
１．波長変換部材
　図１は、本発明の実施形態に係る波長変換部材３０を示す模式断面図であり、図２は、
本発明の実施形態に係る、波長変換部材３０を含む発光装置１００の模式断面図である。
図１および図２に示されるように、波長変換部材３０は、透光体４と、透光体４の主面の
１つ（波長変換部材３０にて発光装置１００を構成した際に発光素子２と対向することと
なる主面）に形成された蛍光体層３を有する。蛍光体層３は、樹脂と当該樹脂中に配置さ
れた蛍光体９とを含む。
【００１５】
　蛍光体層３内において、蛍光体９の濃度は、透光体４の前記主面（蛍光体層３が形成さ
れている主面）に垂直な方向では、透光体４から遠い側、すなわち、後述の発光装置１０
０に取り付けた際に発光素子２に近い側の方が透光体４に近い側より高くなっている。
　蛍光体層３に含まれる蛍光体のうち、透光体４側に位置する蛍光体９について、その透
光体４がガラスまたは樹脂等のような熱伝導性の低い透光性材料から構成されるため、そ
の蛍光体からの放熱性が低い。一方、透光体４と反対側（発光装置１００において発光素
子２と向かい合う側）に位置する蛍光体９について、透光体４側に位置する蛍光体９より
も蛍光体からの放熱性が高い。
　これらにより、波長変換により発熱した蛍光体からの放熱が容易になる。その結果、熱
に弱い蛍光体であれば該蛍光体からの放熱が良好となることで、蛍光体の劣化が抑制され
、発光装置の色度ずれを抑制することができる。また、蛍光体の発熱がバインダーに悪影
響を及ぼすことが少なくなるので、バインダーの損傷が回避でき、光学特性が良好な発光
装置が得られる。
【００１６】
　さらに、蛍光体９の濃度は、透光体４の前記主面（蛍光体層３が形成されている主面）
に平行な方向では、略同じである。このように、主面に平行な方向について、蛍光体９の
濃度を均一にすることで、蛍光体層３から透光体４に入る光、すなわち、発光素子２から
出て波長が変わることなく蛍光体層３を通過する光と発光素子２から出て蛍光体９により
波長変換された光の色度ずれを低減することができる。特に、上述のように垂直方向にお
いて、発光素子２に近い側に蛍光体濃度の高い領域が形成され、かつ、後述する拡散剤が
蛍光体層３に含まれる場合には、同じ量の蛍光体を垂直方向に比較的均一に分散させる場
合と比べて配光色度ずれも低減させることができる。また、拡散剤が蛍光体層３に含まれ
る場合、発光装置の光束は低下するのが一般的であるが、本形態の蛍光体層３において蛍
光体９の濃度が上述のように発光素子２に近い側で高くなっていることにより、発光装置
の光束低下も低減することができる。
【００１７】
　ここで、蛍光体の濃度が「略同じ」とは、複数箇所で測定した濃度値の値が、それらの
平均値からプラスマイナス３０％以内に入っていることを意味する。
　また、蛍光体の濃度については、光学顕微鏡またはＳＥＭによる蛍光体層３の断面観察
により求めることができる。すなわち、断面内において所定の領域で観察される蛍光体の
個数を数えることにより蛍光体９の濃度を測定できる。
【００１８】
　蛍光体濃度が透光体４から遠い側の方が透光体４に近い側より高くなっていることは、
蛍光体層３を当該主面に垂直な方向に２等分して、２等分した領域のうち、透光体４に近
い側の領域の蛍光体濃度と、透光体４から遠い側の領域（発光素子２に近い領域）の蛍光
体濃度を比較することにより確認できる。透光体４に近い側の領域の蛍光体濃度は、透光
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体４から遠い側の領域の蛍光体濃度の好ましくは１．５倍以上であり、より好ましくは２
．０倍以上である。
【００１９】
　一方、蛍光体９の濃度が、透光体４の前記主面に平行な方向では略同じことは、蛍光体
層３を当該主面に平行な方向に複数領域（例えば、５つの領域）に等分して、各領域の蛍
光体濃度を測定し、全領域の平均と各領域の濃度を比べることにより確認できる。
【００２０】
２．発光装置
　次に波長変換部材３０を備えた発光装置１００の詳細を説明する。
　発光装置１００は、基板１と、基板１に実装された発光素子２と、発光素子２に配置さ
れた波長変換部材３０（蛍光体層３および透光体４を含む）とを有している。発光素子２
は、導電部材７を介して基板１にフリップチップ実装されてよい。また、波長変換部材３
０は、接着層５を介して発光素子２に接合されてよい。また、発光素子２、蛍光体層３お
よび透光体４の側面に沿って配置された光反射部材６を有してよい。
　さらに基板１に導電部材７を介してフリップチップ実装された半導体素子８を有してよ
い。半導体素子８は、必要に応じて省略することもできる。
【００２１】
　蛍光体層３の面積（発光素子２と対向する主面の面積）は、発光素子２の上面の面積と
同じ大きさでも構わないが、製造工程における実装精度を考慮すると、蛍光体層３の面積
が発光素子２の上面の面積と同じ大きさであれば、発光素子２の上面で蛍光体層３が配置
されない部分が生じる虞がある。そこで、発光素子２の上面全体に確実に蛍光体層３を配
置するため、蛍光体層３の面積（必要に応じて透光体４の面積（蛍光体層３が形成されて
いる主面の面積）も）を発光素子２の上面の面積よりも大きくすることが好ましい。この
場合、蛍光体層３は、発光素子２の上面に覆われていない露出部を、発光素子２との接着
面側の一部に有するようにして発光素子２に配置されてよい。
　以下に発光装置１００の各要素の詳細を説明する。
【００２２】
（基板）
　基板１は、発光素子を配置させるための部材であり、発光素子２の電極と外部電極を電
気的に接続するための配線を有する。基板１の主な材料としては、絶縁性材料であって、
発光素子からの光および外光が透過しにくい材料が好ましい。例えば、アルミナや窒化ア
ルミニウム等のセラミックス、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＴレ
ジン、ポリフタルアミド等の樹脂を挙げることができる。なお、樹脂を用いる場合には、
必要に応じて、ガラス繊維、酸化ケイ素、酸化チタン、アルミナ等の無機フィラーを樹脂
に混合してもよい。これにより、機械的強度の向上や熱膨張率の低減、光反射率の向上を
図ることができる。配線は、上記絶縁性材料の上に、所定のパターンで形成され、配線の
材料として、金、銀、銅およびアルミニウムから選択された少なくとも一種とすることが
できる。配線の形成方法として、金属メッキ、金属箔の配置による方法を適宜選択するこ
とができる。
【００２３】
（発光素子）
　発光素子２としては、発光ダイオードが好ましく、用途に応じて任意の波長のものを選
択することができる。例えば、蛍光体を効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物半
導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を用いた、青色発
光素子を挙げることができる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択
することができる。
【００２４】
（蛍光体層）
　蛍光体層３は、発光素子２からの光の少なくとも一部を吸収して異なる波長の光を発光
する蛍光体を含む。蛍光体層３には、樹脂、ガラス、無機物等の透光性材料を蛍光体のバ
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インダーとして混合して成形したものを挙げることができる。これらの中でも成形性等か
ら樹脂をバインダーとして用いるのが好ましい。蛍光体層３は１種の蛍光体を含む単層に
形成してもよいし、２種以上の蛍光体が混合された単層を形成してもよいし、単層の積層
でもよい。
　なお、蛍光体層３には、必要に応じて拡散剤を添加してもよい。蛍光体層３が拡散剤を
含む場合、拡散剤の濃度は、蛍光体には濃度差がある一方で、透光体４の蛍光体層３が形
成されている主面に垂直な方向において、透光体４に近い側から発光素子２に近い側まで
略均一に分布させることができる。ここで、拡散剤の濃度が「略均一」であるとは、蛍光
体層３を蛍光体層３が形成されている透光体４の主面に垂直な方向に２等分して、２等分
した領域のうち、透光体４に近い方の領域の拡散剤の濃度と、透光体４から遠い方の領域
の拡散剤の濃度の差が３０％以内であること、より好ましくは、蛍光体層を透光体４の主
面に平行な方向に３等分して、垂直な方向に２等分した合計６つの領域における拡散剤の
濃度差が１０％以内であることを意味する。拡散剤は、酸化チタン、チタン酸バリウム、
酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、酸化マグネシウムから選択された少
なくとも一種を用いることができる。
【００２５】
　蛍光体層３の厚さは、２０～１００μｍ、好ましくは２０～５０μｍである。１００μ
ｍより厚いと、放熱性が低下する傾向があるからである。放熱性の観点からは、蛍光体層
３は薄ければ薄い程好ましいが、余りにも薄いと蛍光体９の量が少なくなるので、得たい
発光の色度が得られないこともある。その点も考慮して、適切な薄さに調整される。
　蛍光体層３に含まれる蛍光体の平均粒径は、好ましくは８～３０μｍであり、より好ま
しくは１２～１８μｍである。放熱性を考慮すると平均粒径が小さいほうが好ましいが、
小さすぎると明るさが低下する傾向にあるからである。ここで、蛍光体粒子の平均粒径は
、体積平均粒径であり、レーザー回折式粒度分布測定装置（ＭＡＬＶＥＲＮ社製ＭＡＳＴ
ＥＲ　ＳＩＺＥＲ　３０００）により測定される粒径（メジアン径）である。
【００２６】
　青色発光素子を用いる場合、好適に組み合わせて白色系の混色光を発光させることがで
きる代表的な蛍光体９としては、例えば、イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍
光体（ＹＡＧ系蛍光体）を挙げることができる。白色に発光可能な発光装置とする場合、
蛍光体層３に含まれる蛍光体９の濃度を白色となるように調整する。蛍光体層３全体の蛍
光体９の濃度は、例えば、３０～７０％程度である。
【００２７】
　また、発光素子２に青色発光素子を用い、蛍光体９にＹＡＧ系蛍光体と、赤色成分の多
い窒化物系蛍光体とを用いることにより、アンバー色を発光させることもできる。アンバ
ー色とは、ＪＩＳ規格Ｚ８１１０における黄色のうちの長波長領域と黄赤の短波長領域と
からなる領域や、安全色彩のＪＩＳ規格Ｚ９１０１による黄色の領域と黄赤の短波長領域
に挟まれた領域の色度範囲が該当し、例えば、ドミナント波長で言えば、５８０ｎｍ～６
００ｎｍの範囲に位置する領域をいう。アンバー色を発光させる蛍光体９は、光交換効率
が低いものが多く、所望の色調を得るためには蛍光体濃度を高くすることが望まれている
。また、蛍光体９の発熱が他の蛍光体に比べて大きいという問題もある。本形態によれば
、蛍光体層３の発光素子２に近い領域で蛍光体９の濃度を高くして放熱させることが可能
となるので、アンバー色を発光させる蛍光体９も好適に用いることができる。
【００２８】
（透光体）
　透光体４は、その表面に形成された蛍光体層３を支持する部材である。透光体４には、
ガラスや樹脂のような透光性材料からなる板状体を用いることができる。ガラスとして、
例えば、ホウ珪酸ガラスや石英ガラスから選択することができる。また、樹脂として、例
えば、シリコーン樹脂やエポキシ樹脂から選択することができる。透光体４の厚さは、製
造工程における機械的強度が低下せず、蛍光体層３を支持するために十分な機械強度を有
する厚さであればよい。また、透光体４の厚さは、厚すぎると、発光装置の小型化に支障
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をきたしたり、放熱性が低下したりするので、適切な厚さにすることが好ましい。透光体
４の主面（蛍光体層３が形成されている主面）は、発光素子２の上面よりも大きいことが
好ましい。透光体４の主面全体に蛍光体層３を配置させることにより、蛍光体層３が配置
された透光体４を発光素子１の上面に配置させたとき、多少の実装精度のずれが発生して
も、発光素子２の上面全体に蛍光体層を確実に配置させるためである。また、透光体４に
は、拡散剤を含有させてもよい。蛍光体層３の蛍光体濃度を高くすると、色むらが発生し
易くなるが、拡散剤が存在すると、色むら、さらには輝度むらを抑制することができる。
透光体４に含有される拡散剤は、上述したような蛍光体層３に添加される拡散剤と同じ材
料を用いることができる。
【００２９】
　透光体４の蛍光体層３が形成された主面またはそれと対向する他の主面の少なくとも一
方は、粗面化されて微細な凹凸を有していてもよい。透光体４の蛍光体層３が形成される
主面が粗面化されていると蛍光体層３の形成および固定が容易となる。一方、蛍光体層３
が形成された主面と対向する他の主面が粗面化されていると発光面からの出射光の散乱を
促進させて輝度むらや色むらをさらに抑制することが可能となる。
【００３０】
（接着層）
　波長変換部材は、発光素子２と蛍光体層３の間に接着層５を介して、発光素子２と接合
することが好ましい。接着層５を用いる場合、接着層５を構成する接着剤は、発光素子２
からの出射光を蛍光体層３へと導光でき、発光素子２と蛍光体層３を光学的に連結できる
材料が好ましい。具体例としてはシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、およ
びポリイミド樹脂等の有機樹脂を挙げることができるが、シリコーン樹脂が好ましい。接
着層５の厚さは、薄ければ薄いほど好ましい。接着層５の厚さを薄くすることにより、放
熱性が向上する点と、接着層５を透過する光の損失が少なくなることで、発光装置からの
光出力が向上する点からである。
【００３１】
　接着層５は、発光素子２と蛍光体層３の間のみならず、発光素子２の側面にも配置され
ることが好ましい。発光素子２の側面に配置された接着層５の外側の面は、発光素子２の
側面からの出射光を反射して、蛍光体層３内に入射させて、蛍光体の波長変換効率を向上
させることができるからである。特に、図２に示すように、発光素子２の側面においては
、鉛直方向の断面視で、発光素子２の側面と該発光素子の上面からはみ出した蛍光体層３
の、発光素子側の面から形成される隅部に接着剤が延在し、その延在した接着層５の厚さ
が発光素子２の下部方向に向かって小さくなる断面三角形状であることが好ましい。さら
に、その断面三角形状の接着層５に接するように光反射部材６の一部が配置され、その光
反射部材６の一部がテーパー状になっていることが好ましい。これにより、発光素子２の
側面からの出射光が、その断面三角形状の接着層とテーパー状の光反射部材６との界面に
て反射される。さらに、発光素子２の上面よりも蛍光体層３の面積が大きいため発光素子
２の上面から外へはみ出した蛍光体層３の外周部にも入射し易くなり、発光装置１００の
発光輝度をさらに向上させることができる。このような接着層５のはみ出しは、波長変換
部材３０を、発光素子２の上面に接着する接着剤の量を調整して、発光素子２の上面との
接着に必要な接着剤量以外の余剰分を発光素子２の側面にはみ出させることによって形成
することもできる。
【００３２】
　また、蛍光体層３のバインダーと、接着層５の接着剤の主な材料を同じ種類（好ましく
は、同じ材料）に揃えることが好ましい。例えば、蛍光体層３のバインダーにシリコーン
樹脂を用いる場合には、接着層５の接着剤にもシリコーン樹脂を用いることが好ましい。
蛍光体層３と接着層５の屈折率差を小さくすることができるので、接着層５から蛍光体層
３への入射光を増加させることが可能となる。
【００３３】
（半導体素子）
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　半導体素子８は、発光素子２とは別に、その発光素子２に隣接して基板１に配置してよ
い。このような半導体素子８として、発光装置１００の発光を目的としない別の発光素子
の他、発光素子を制御するためのトランジスタや、以下に説明する保護素子を挙げること
ができる。保護素子は、発光素子２を過大な電圧印加による素子破壊や性能劣化から保護
するための素子である。保護素子は、具体的には、規定電圧以上の電圧が印加されると通
電状態になるツェナーダイオードで構成される。保護素子は、発光素子２と同様にｐ電極
とｎ電極とを有する半導体素子８であり、発光素子２のｐ電極とｎ電極に対して逆並列と
なるように、すなわち、発光素子２のｎ電極およびｐ電極が、保護素子のｐ電極およびｎ
電極とそれぞれに導電部材７より電気的に接続されている。保護素子の場合も、発光素子
２の場合と同様に、各導電部材７の上に保護素子の各電極を対向させ、熱、超音波および
荷重を印加することにより、導電部材７を介して保護素子の電極を基板１の配線と接合す
ることができる。
【００３４】
　なお、基板１に配置した際の半導体素子８の高さは、発光素子２と蛍光体層３および透
光体４を合わせた高さよりも低くすることが好ましい。光反射部材６にて半導体素子８を
被覆し易くすることができるからである。
【００３５】
（光反射部材）
　光反射部材６は、発光装置の正面輝度を高めるため、発光素子の側面の少なくとも一部
と波長変換部材の側面の少なくとも一部を覆うように必要に応じて配置される。光反射部
材６を用いる場合、その材料としては、絶縁材料を用いることが好ましい。また、ある程
度の強度を確保するために、例えば熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂等を用いることができる
。より具体的には、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ＢＴレジン、ＰＰＡまたはフェノー
ル樹脂などが挙げられる。また、これらの母体となる樹脂に、発光素子２からの光を吸収
しにくく、かつ母体となる樹脂に対する屈折率差の大きい材料（例えば、上述したような
蛍光体層３に添加される拡散剤と同じ材料。）の粉末を分散することで、効率よく光を反
射させることができる。
【００３６】
　光反射部材６を形成する材料の充填は、例えば、固定された基板１の上側において、基
板１に対して任意に移動（可動）させることができる樹脂吐出装置を用いて行うことがで
きる。すなわち、例えば樹脂が充填された樹脂吐出装置をその先端のノズルから液体樹脂
を吐出しながら移動させることで、発光素子２と半導体素子８の近傍に光反射部材６の材
料を注入する。樹脂吐出装置の移動速度は、用いる樹脂の粘度や温度等に応じて適宜調整
することができる。吐出量の調整は、吐出時にかかる圧力等を一定にするなどにより調整
することができる。光反射部材６の材料の粘度は、室温（２０±５℃）で０．３５～１３
．０Ｐａ・ｓ、好ましくは３．０～５．５Ｐａ・ｓである。
【００３７】
（導電部材）
　導電部材７を用いる場合、導電部材７としては、バンプを用いることができ、バンプの
材料としては、Ａｕあるいはその合金、他の導電部材７として、共晶ハンダ（Ａｕ－Ｓｎ
）、Ｐｂ－Ｓｎ、鉛フリーハンダ等を用いることができる。なお、図２では、導電部材７
にバンプを用いた例を示しているが、導電部材７はバンプに限定されず、例えば導電ペー
ストであってもよい。
【００３８】
（アンダフィル）
　アンダフィルは、基板１に配置された発光素子２、発光素子２とは別の半導体素子８、
導電部材７等を、塵芥、水分、外部からの衝撃等から保護するための部材である。アンダ
フィルは、基板１と発光素子２および半導体素子８との隙間や導電部材７と別の導電部材
７の隙間に配置することができる。
【００３９】
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　アンダフィルの材料としては、例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂等
を挙げることができる。また、このような材料に加えて、必要に応じて着色剤、拡散剤、
フィラー、蛍光体等を含有させることもできる。
【００４０】
３．波長変換部材の製造方法
　図３および図４（ａ）～図４（ｃ）は、波長変換部材３０の製造方法を示す模式断面図
である。
　透光体４の１つの主面に蛍光体９とバインダーとを含む蛍光体ペースト３Ａを配置する
。透光体４の蛍光体層３が形成された主面またはそれと対向する他の主面の少なくとも一
方を例えばエッチングまたはレーザー加工等により予め粗面化しておいてよい。これによ
り、発光装置としたときに生じる発光むらを抑制することができる。
【００４１】
　蛍光体層３は、透光体４の表面に例えば、印刷法により形成される。蛍光体層３の形成
方法は印刷法に限定されるものではないが、以下に印刷法により形成方法を例示する。
　蛍光体９、バインダーおよび溶剤を含む蛍光体ペースト３Ａを調製し、その蛍光体ペー
スト３Ａを透光体４の表面（主面）に塗布する。バインダーには、シリコーン樹脂、エポ
キシ樹脂、フェノール樹脂およびポリイミド樹脂等の有機樹脂バインダーやガラス等の無
機バインダーを用いることができる。また蛍光体ペースト３Ａは、必要に応じて、例えば
、酸化チタン、チタン酸バリウム、酸化アルミニウムまたは酸化ケイ素のような拡散剤を
含んでよい。蛍光体ペースト３Ａの塗布は、例えば、透光体４の上に配置したスクリーン
版の上に、蛍光体ペースト３Ａを供給し、その後、蛍光体ペースト３Ａがスクリーン版を
透過するようにスキージを移動させ、透光体４の上に所定の厚さの蛍光体ペースト３Ａを
塗布することにより行ってよい。これにより均一な厚さで蛍光体ペースト３Ａを塗布でき
る。
【００４２】
　図３に示すように、透光体４の１つの主面上に蛍光体ペースト３Ａを塗布後、図４（ａ
）に示すように、透光体４の蛍光体ペースト３Ａを塗布した主面を下向きする。すなわち
、透光体４の２つの主面の上下が入れ替わるように透光体４を反転させる。そして、図４
（ｂ）に示すように、蛍光体ペースト３Ａ内において透光体４と接する面と反対側に蛍光
体９を沈降させる。この沈降の方法として、蛍光体にかかる重力を利用した自然沈降法を
挙げることができる。これにより、透光体４の発光素子２と対向する主面に形成される蛍
光体層３中の蛍光体９の濃度を当該主面に垂直な方向では発光素子２に近い側の方を透光
体に近い側より高くすることができる。そして、蛍光体ペースト３Ａ内で所望の蛍光体９
の分布が得られた状態（好ましくは、蛍光体９が沈降しきった状態）で、蛍光体ペースト
３Ａのバインダーを硬化させ、蛍光体層３を得る。これにより、透光体の主面に平行な方
向では略同じ（略均一）とすることができる。バインダーの硬化は、バインダーの種類に
応じて、乾燥、加熱または紫外線照射等の適切な方法により行う。
【００４３】
　本形態の波長変換部材３０は、上述した方法により得ることができる。しかし、このよ
うな方法により透光体４の上に形成した蛍光体層３は、透光体４の蛍光体層３を形成した
主面に垂直な方向から平面視して、蛍光体層３の外周付近（以下、「周縁部」と呼ぶ。）
では、蛍光体９の濃度分布が所望の状態となっていない場合がある。特に、蛍光体層３の
形成方法を印刷法によった場合には、図３に示されるように蛍光体層が周縁部に近づくほ
ど薄くなることがあり、周縁部から離れた部位と周縁部とで蛍光体の分布状態が異なり、
蛍光体の粒子が所望の位置から外れた位置に配置されることがある。このような波長変換
部材では色度ずれが発生してしまう。このような問題を解消するため、図４（ｃ）の切断
線１１に沿って、蛍光体層３の周縁部を除く内側の領域（蛍光体層３の周縁部および透光
体４の周縁部を除く内側の領域）から蛍光体の分布が略同じ領域を選択して蛍光体層３お
よび透光体４を所定形状に切り出す工程を更に含むことが好ましい。この切り出し工程に
より、蛍光体層における蛍光体の濃度が、透光体の主面に平行な方向では略同じ分布の波
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長変換部材を得ることができる。より好ましくは、蛍光体の量や上述した沈降の時間を調
整し、さらに波長変換部材として切り出す部位を選択することにより、図１に示されるよ
うに、切り出し工程により露出された蛍光体層の側面から、その側面に向かい合う側面ま
でのスペースに蛍光体の粒子が隈なく並んだ状態にすることもできる。このような蛍光体
の配置とすることにより、発光装置を構成したときの色度ずれを抑制することができる。
【００４４】
（波長変換部材３０の製造方法の変形例）
　図５は、波長変換部材３０の製造方法の変形例を示す模式平面図である。図５に示す方
法では、多くの波長変換部材３０をより効率的に製造できる。なお、特段の説明のない製
造条件については、上述した条件を用いてよい。
　透光体４の１つの主面に蛍光体ペースト３Ａを塗布する。次いで、透光体４の蛍光体ペ
ースト３Ａを塗布した主面を下向きする。そして、蛍光体ペースト３Ａ内において透光体
４と接する面と反対側に蛍光体９を沈降させる。これにより、透光体４の発光素子２と対
向する主面に形成される蛍光体層３中の蛍光体９の濃度を当該主面に垂直な方向では発光
素子２に近い側の方を透光体に近い側より高くし、当該主面に平行な方向では略同じ（略
均一）とすることができる。次に、蛍光体ペースト３Ａ内で所望の蛍光体９の分布が得ら
れた状態（蛍光体９が沈降した状態）で、蛍光体ペースト３Ａのバインダーを硬化させ、
蛍光体層３を得る。
　その後、図５に示す切断線１１に沿って切断する個片化工程を行うことで、所定形状の
波長変換部材３０を複数得ることができる。
【００４５】
　なお、個片化工程において、好ましくは、蛍光体層３の周縁部１３が個片化後の波長変
換部材３０に含まれないように、上述した周縁部１３を除く内側の領域から個々の波長変
換部材３０（蛍光体層３および透光体４）を切り出し、所定形状に個片化することが好ま
しい。先に説明した波長変換部材の場合と同様に、蛍光体の分布が略同じ領域を選択して
蛍光体層３および透光体４を所定形状に切り出すことにより、色度ずれを抑制することが
できる。また、切り出された複数の波長変換部材のうち、蛍光体層中の蛍光体の分布が略
同じ波長変換部材を選択して、その選択された波長変換部材を使って複数の発光装置を製
造することにより、これらの発光装置ごとの光学特性を均一化させることもできる。
　透光体４の前記主面（蛍光体層３が形成されている主面）に平行な方向における蛍光体
９の濃度の測定方法の例として、上記個片化工程を行う前に、蛍光体層３に蛍光体９の励
起光を照射して得られた発光の色度によって、上記方向における蛍光体９の濃度分布を推
定することもできる。
【００４６】
４．発光装置の製造方法
　このようにして得られた波長変換部材３０を用いて発光装置１００を製造する方法を以
下に示す。
　この発光素子２を準備する工程と、波長変換部材３０の蛍光体層３を発光素子２の方に
向けて、発光素子２の上に波長変換部材３０を配置する工程と、を含む。
【００４７】
　発光素子２を準備する工程は、例えば、正電極と負電極とに絶縁分離された導電性パタ
ーンが形成されている基板１に発光素子２および必要に応じて半導体素子８をフリップチ
ップ実装することにより行ってよい。
【００４８】
　波長変換部材３０の蛍光体層３が発光素子の方に向くように、発光素子２の上に波長変
換部材３０を接合する工程は、発光素子２の上面に、接着層５を介して一体的に形成され
た蛍光体層３および透光体４（すなわち、波長変換部材３０）を接合してよい。接着層５
は、蛍光体層３と発光素子２とを接着している。さらに、蛍光体層３は、発光素子２の上
面の面積よりも大きく形成されてよく、この場合、蛍光体層３は、発光素子上面に覆われ
ていない露出部を有して発光素子２に接合される。そのため、発光素子２の上面に蛍光体
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層３を配置する際に、発光素子２の上面からはみ出した接着剤は、発光素子２の側面と蛍
光体層の露出部とに付着して、発光素子２の側面に接着層５のはみ出し部分を形成する。
発光素子２の側面の接着層５は、鉛直方向の断面視で、層の厚さが発光素子２の蛍光体層
３とは反対方向に向かって小さくなる断面三角形状を有してよい。これにより、発光素子
２の側面からの出射光は、側面の接着層５で広い範囲の角度で反射されるため、蛍光体層
３の外周部にも入射し易くなり、発光装置１００の輝度をさらに向上させることができる
。また、製造工程において、接着前の接着剤は、蛍光体層３に塗布することもできるし、
発光素子２の上面に塗布することもできる。さらに、その際、接着剤の一部を、発光素子
２の側面と蛍光体層３の、発光素子２側の面とからなる隅部に延在させることが好ましい
。発光素子２の側面にはみ出した接着層５の一部を断面三角形状とするためである。
【００４９】
　必要に応じて、光反射部材６を配置してよい。発光素子２の側面および波長変換部材３
０の側面に沿って光反射部材６を配置する。光反射部材６は、発光素子２から出射された
光を反射させるためのものである。光反射部材６は、半導体素子８全体を覆ってよい。
　基板１と発光素子２および半導体素子８の隙間や導電部材７と別の導電部材７の隙間に
は、アンダフィルが充填されてもよい。
　本明細書の開示内容は、以下の態様を含み得る。
（態様１）
　透光体の１つの主面に蛍光体とバインダーとを含む蛍光体ペーストを配置する工程と、
　前記蛍光体ペーストを配置した主面を下向きにして、前記蛍光体ペースト内において前
記透光体と接する面と反対側に前記蛍光体を沈降させる工程と、
　前記蛍光体が沈降した状態で前記バインダーを硬化させて、蛍光体層を形成する工程と
、を含む波長変換部材の製造方法。
（態様２）
　前記蛍光体層の周縁部を除く内側の領域から前記蛍光体層および前記透光体を所定形状
に切り出す工程を更に含む態様１に記載の波長変換部材の製造方法。
（態様３）
　前記蛍光体ペーストを印刷により前記主面に配置する態様１または２に記載の波長変換
部材の製造方法。
（態様４）
　前記透光体または前記バインダーの少なくともいずれか一方が拡散剤を含む態様１から
３のいずれか１つに記載の波長変換部材の製造方法。
（態様５）
　前記透光体がガラス材料である態様１から４のいずれか１つに記載の波長変換部材の製
造方法。
（態様６）
　前記透光体の前記主面またはそれと対向する他の主面の少なくとも一方を粗面化する工
程を含む態様１から５のいずれか１つに記載の波長変換部材の製造方法。
（態様７）
　態様１から６のいずれか１つに記載の波長変換部材の製造方法により、波長変換部材を
製造する工程と、
　発光素子を準備する工程と、
　前記蛍光体層が前記発光素子の方を向くように、前記発光素子と前記波長変換部材とを
接合する工程と、を含む発光装置の製造方法。
（態様８）
　前記発光素子の側面の少なくとも一部と前記波長変換部材の側面の少なくとも一部とを
覆うように光反射部材を設ける工程を含む態様７に記載の発光装置の製造方法。
（態様９）
　接着剤を介して、前記発光素子と前記波長変換部材とを接合する態様７または８に記載
の発光装置の製造方法。
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　基板と、
　前記基板に配置された発光素子と、
　前記発光素子に配置された波長変換部材であって、透光体と、該透光体の前記発光素子
と対向する主面に形成され、樹脂および該樹脂中に配置された蛍光体を含む蛍光体層と、
を含む波長変換部材と、
を含み、
　前記蛍光体層中の蛍光体の濃度が、前記透光体の前記主面に垂直な方向では、前記発光
素子に近い側の方が前記透光体に近い側より高く、前記透光体の前記主面に平行な方向で
は略同じである発光装置。
（態様１１）
　前記蛍光体層の面積が前記発光素子の上面の面積よりも大きい態様１０に記載の発光装
置。
（態様１２）
　前記蛍光体層が拡散剤を含み、その濃度が、前記透光体の前記主面に垂直な方向で、略
均一である態様１０または１１に記載の発光装置。
（態様１３）
　前記発光素子の側面の少なくとも一部と前記波長変換部材の側面の少なくとも一部とを
覆う光反射部材を有する態様１０から１２のいずれか１つに記載の発光装置。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本形態に係る発光装置は、車載用光源、表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディ
スプレイのバックライト等に利用することができる。
【符号の説明】
【００５１】
　　１　基板
　　２　発光素子
　　３　蛍光体層
　　３Ａ　蛍光体ペースト
　　４　透光体
　　５　接着層
　　６　光反射部材
　　７　導電部材
　　８　半導体素子
　　９　蛍光体
　　１１　切断線
　　１３　蛍光体層の周縁部
　　３０　波長変換部材
　　１００　発光装置
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